
　

お知らせ

9 8

お知 
らせ 

市 
内 
局 
番 
を 
確 
か 
め 
て   

お 
か 
け 
く 
だ 
さ 
い   

広報  

2012.6.1発行

南あわじ市役所
総合窓口センター
　緑　庁舎☎44-3001
　西淡庁舎☎37-3011
　三原庁舎☎43-5021
　南淡庁舎☎50-3031
【中央庁舎】
議会事務局☎43-5005
市長公室☎43-5002
総務部
　総務課☎43-5001
　防災課☎43-5006
　情報課☎43-5003
　さんさんネット☎43-2345
選挙管理委員会事務局☎43-5004
【緑庁舎】
健康福祉部
　福祉課☎44-3002
　長寿福祉課☎44-3005
　保険課☎44-3003
　健康課☎44-3004
　少子対策課☎44-3040
【西淡庁舎】
産業振興部
　商工観光課☎37-3012
　企業誘致課☎37-3046
　水産振興課☎37-3013
都市整備部
　管理課☎37-3014
　建設課☎37-3015
　都市計画課☎37-3016
教育委員会（教育部）
　教育総務課☎37-3017
　学校教育課☎37-3018
　人権教育課☎37-3019
　生涯学習文化振興課☎37-3020
【三原庁舎】
市民生活部
　市民課☎43-5023
　税務課☎43-5022
　収税課☎43-5034
　生活環境課☎43-5024
農業振興部
　農林振興課☎43-5025
　農地整備課☎43-5026
　地籍調査課☎43-5027
　農業共済課☎42-6210
農業委員会事務局☎43-5029
【南淡庁舎】
財務部
　財政課☎50-3033
　管財課☎50-3034
下水道部
　企業経営課☎50-3036
　下水道課☎50-3039
　下水道加入促進課☎50-3041
会計課☎50-3040
監査委員事務局☎50-3050

　

　　
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
補
充
受
付

　

平
成
24
・
25
年
度
に
お
け
る

市
が
行
な
う
競
争
入
札
（
建

設
工
事
・
コ
ン
サ
ル
・
物
品
役

務
）
に
参
加
を
希
望
す
る
人
の

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
補

充
受
付
を
行
な
い
ま
す
。

受
付
期
限　

６
月
22
日
（
金
）

ま
で

提
出
方
法　

郵
送
ま
た
は
持
参

提
出
場
所　

財
務
部
管
財
課

　
（
市
役
所
南
淡
庁
舎
）

※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て

　

ご
確
認
く
だ
さ
い

問
管
財
課
☎
50
・
３
０
３
４

松井開発運輸㈱
自然との調和、環境に優しい解体工事はお任せ下さい!!

南あわじ市湊１３５４　ＴＥＬ 0799-36-5078

お気軽に
ご相談を…
※お見積もりは無料です

　
児
童
手
当
現
況
届
の
手
続
き

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、６
月
中
に「
児
童
手
当
現

況
届
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

６
月
初
旬
に
対
象
者
あ
て
に

現
況
届
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

必
須
事
項
を
記
入
押
印
の
上
、

窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
の
届
出
が
な
い
と
、
６

退
職
に
よ
る
国
民
年
金
保
険
料
の
特
例
免
除

　

退
職
（
失
業
）
し
た
こ
と
で

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
と
き
は
保
険
料
の
納
付
を

免
除
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
す
る
年
度
ま
た
は
前
年

度
に
お
い
て
退
職
の
事
実
が
あ

る
場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
所

得
で
判
定
さ
れ
ま
す
。

必
要
な
も
の　

❶
印
鑑
❷
基

礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の

❸
失
業
を
確
認
で
き
る
証
明

の
写
し（
離
職
票
等
）

問
市
民
課
☎
43
・
５
０
２
３

　
森
林
の
所
有
者
届
出
制
度

　

森
林
法
改
正
に
よ
り
今
年
４

月
以
降
、森
林
の
土
地
の
所
有
者

と
な
っ
た
人
は
市
町
村
長
へ
の
届

出
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

対
象
者　

個
人
・
法
人
を
問
わ

ず
、売
買
や
相
続
等
で
森
林
の

土
地
を
新
た
に
取
得
し
た
人

期
間　

土
地
の
所
有
者
と
な
っ

た
日
か
ら
90
日
以
内

問
農
林
振
興
課
☎
43
・
５
０
２
５

都
市
計
画
公
園

　

市
で
計
画
を
進
め
て
い
る
都

市
計
画
公
園
に
つ
い
て
、
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

内
容　

若
人
の
広
場
公
園

（
阿
万
塩
屋
町
）
の
都
市

計
画
決
定

日
時　

６
月
８
日（
金
）午
後

　

２
時
〜

場
所　

阿
万
地
区
公
民
館

問
都
市
計
画
課

　

☎
37
・
３
０
１
６

改
正
育
児・介
護
休
業
法
が
全
面
施
行
さ
れ
ま
す

　

こ
れ
ま
で
短
時
間
勤
務
制

度
、
所
定
外
労
働
の
制
限
及
び

介
護
休
暇
の
適
用
が
猶
予
さ
れ

て
い
た
従
業
員
１
０
０
人
以
下

の
企
業
を
含
め
て
、
全
て
の
企

業
に
平
成
24
年
7
月
1
日
か
ら

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

問
兵
庫
労
働
局
雇
用
均
等
室

　

☎
０
７
８
・
３
６
７
・
０
８
２
０

月
分
以
降
の
児
童
手
当
が
一
時

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

受
付
期
間　

６
月
４
日
（
月
）

か
ら
６
月
29
日
（
金
）
ま
で

受
付
場
所　

各
総
合
窓
口
セ

ン
タ
ー
、
連
絡
所
、
出
張
所
、

支
所

問
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
２

　

第43回市議会定例会日程（６月）

本会議
日程 内容

４日（月）
条例案、24年度補正予算案ほか上程

（委員会付託）

11日（月）一般質問

12日（火）一般質問

13日（水）一般質問、追加議案上程

14日（木）予備日

21日（木）
追加議案上程、付託案件委員会審査報告・

表決

委員会
日程 委員会 内容

15日（金）総務常任委員会

付託案件審査18日（月）文教厚生常任委員会

19日（火）産業建設常任委員会

■議会は中央庁舎３階の議場

　で傍聴できます。

■インターネットによる動画　

　中継、テレビモニター中継　 

　（各庁舎ロビー、公民館）を　

　行っています。ご利用ください。

　  議 会

　問議会事務局☎43-5005

時間：午前10時～

　
施
設
運
営
協
議
会
及
び
放
送
番
組
審
議
会
の
委
員
募
集

　

ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
淡

路
の
放
送
業
務
の
管
理
運
営
、

放
送
内
容
を
調
査
、審
議
す
る

委
員
を
募
集（
定
員
２
人
）。

任
期　

平
成
24
年
９
月
１
日

〜
平
成
26
年
８
月
31
日

申
込
要
件　

❶
市
議
会
議
員

　

及
び
市
長
の
選
挙
権
を
有
す

　

る
❷
市
議
会
議
員
、
市
職
員

　

で
な
い
❸
市
の
他
の
附
属
機

　

関
の
委
員
と
な
っ
て
い
な
い

　

❹
当
市
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
に
加
入
し

　

て
い
る
❺
小
論
文
等
提
出

申
込
締
切　

６
月
29
日
（
金
）

問
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
淡

　

路
☎
43
・
２
３
４
５

　
市・県
民
税
、納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

第
１
期
の
納
期
限

　
　
　

 

７
月
２
日（
月
）

税
額

❶
均
等
割（
定
額
）　

４
８
０
０
円

❷
所
得
割　

税
率
10
％

　

個
人
市
民
税
と
個
人
県
民
税

を
あ
わ
せ
て
市
・
県
民
税（
住
民

税
）と
呼
び
ま
す
。

　

住
民
税
が
課
税
さ
れ
る
の

は
、
平
成
24
年
１
月
１
日
現

在
、
市
内
に
住
ん
で
お
り
、
平

成
23
年
中
に
一
定
額
以
上
の
所

得
が
あ
る
人
で
す
。

　

１
月
２
日
以
降
に
市
外
へ
転

出
し
た
人
や
亡
く
な
っ
た
人
も

平
成
24
年
度
分
は
市
で
課
税
さ

れ
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
の
住
民
税
は
、

平
成
23
年
１
月
〜
12
月
ま
で
の

１
年
間
の
所
得
を
も
と
に
算
出

し
て
い
ま
す
。
平
成
23
年
中
に

退
職
し
、
そ
れ
以
降
働
い
て
い

な
い
人
で
も
、
退
職
ま
で
の
所

得
に
よ
り
課
税
さ
れ
ま
す
。　

期別 納期限
第１期 　 ７月 ２日（月）

第２期  　８月31日（金）

第３期   10月31日（水）

第４期 　 １月31日（木）

  住民税の納期一覧
　

納
税
に
は
、
便
利
で
確
実
な

「
口
座
振
替
」
が
利
用
で
き
ま

す
。
申
込
用
紙
は
、
各
金
融
機

関
又
は
市
役
所
総
合
窓
口
、
収

税
課
等
に
あ
り
ま
す
。

問
税
務
課
☎
43
・
５
０
２
２　

　

収
税
課
☎
43
・
５
０
３
４

　 24年度

※納期は普通徴収分です


